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内閣府・各省 職名の欄の○は一般職

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

内閣総理大臣 内閣（－） 憲法 天皇
（１人） 憲法 第６８条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数

第６５条 行政権は、内閣に属する。 は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ◎必要手続等
第６６条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大 ２ 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国会の議決による指名

臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 第７２条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一 ◎資格
３ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指 文民、国会議員
第７３条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 揮監督する。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。 内閣法
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国 第４条
会の承認を経ることを必要とする。 ２ 閣議は、内閣総理大臣がこれを主催する。この場合において、内

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案
五 予算を作成して国会に提出すること。 件を発議することができる。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定するこ 第５条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算そ
と。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いて の他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会
は、罰則を設けることができない。 に報告する。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第６条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政
各部を指揮監督する。

第７条 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大
臣が、閣議にかけて、これを裁定する。

第８条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内
閣の処置を待つことができる。

・内閣府の長であり、内閣府に係る事項についての主任の大臣。
・内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
・任命権者（国家公務員法第５５条の規定に基づく任命権者をいう。以
下同じ。）
国公法第５５条
任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大
臣（内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。）、会計検査
院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するも
のとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関
に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機
関（内閣府を除く。）に属する官職に限られる。ただし、外局の
長に対する任命権は、各大臣に属する。
・各省各庁の長（財政法第２０条に規定する各省各庁の長をいう。以下
同じ。）
財政法第２０条
２ 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並
びに内閣総理大臣及び各省大臣（以下各省各庁の長という。）
は、毎会計年度、第十八条の閣議決定のあつた概算の範囲内
で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国
庫債務負担行為要求書（以下予定経費要求書等という。）を
作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

国務大臣 内閣（－） 内閣法 内閣総理大臣
（１７人以内） 第３条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣とし 認証官

・内閣府（３６，４８１人）：内閣に置かれる機関 て、行政事務を分担管理する。 ◎資格
・省｛総務省（ ５，４５７人）、法務省（５０，９１８人）、外務省（ ５，４０９人）、 ２ 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨 文民、過半数は国会議員
財務省（７１，９３８人）、文部科学省（１３６，９２５人）、厚生労働省（１００，５２９ げるものではない。 ◎罷免手続等
人）、農林水産省（２６，２４９人）、経済産業省（ ８，５５１人）、国土交通省 第４条 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免
（６４，６６４人）、環境省（ １，０７０人）｝：内閣の統括の下に行政事務をつ ３ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議 することができる。
かさどる機関 を求めることができる。
・防衛庁（２３，８９１人＋自衛官：２５８，２９０人）：内閣府の外局として置かれ
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る機関 ・各省大臣
国家行政組織法
第５条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法（昭和二十二年
法律第五号）にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担
管理する。

第１０条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関
の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

第１１条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令
の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内
閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

第１２条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令
を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づい
て、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

第１４条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事
務について、公示を必要とする場合においては、告示を発するこ
とができる。

２ 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務につ
いて、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓
令又は通達を発することができる。

第１５条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を
遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要がある
と認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関
の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係
行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

・任命権者
・各省各庁の長

内閣法
第１３条 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
２ 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。
３ 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務に
つき、これを統督する。

内閣府設置法
第８条 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理
大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて
内閣府（法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められ
ている機関（以下「大臣庁等」という。）を除く。）の事務（次
条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。）を統括し、職
員の服務について統督する。

第９条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の
統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内
閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定す
る事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務（これら
の事務のうち大臣庁等の所掌に属するものを除く。）を掌理する
職（以下「特命担当大臣」という。）を置くことができる。

２ 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
第１２条 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に
規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができ
る。

２ 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定す
る事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機
関の長に対し、勧告することができる。

３ 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告
したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいて
とった措置について報告を求めることができる。

４ 特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必
要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項につい
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て内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申する
ことができる。

自衛隊法
第８条 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統

括する。ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の
監督を受ける部隊及び機関に対する長官の指揮監督は、それ
ぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。

副大臣 内閣府 内閣府設置法 内閣
副長官 各省 第１３条 認証官
（２２人） 防衛庁 ３ 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び ◎必要手続等

企画（大臣庁等の所掌に係るものを除く。）をつかさどり、政務 主任の大臣の申出
（大臣庁等の所掌に係るものを除く。）を処理する。

４ 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定 ＊ 内閣総辞職の際には失職
めるところによる。

第５９条
３ 副長官は、その庁の長である長官の命を受け、政策及び企画をつ
かさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその庁の長である長
官の命を受けて長官不在の場合その職務を代行する。

国家行政組織法第１６条
３ 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつ
かさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大
臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。

４ 副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務
の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の
定めるところによる。

大臣政務官 内閣府 内閣府設置法 内閣
長官政務官 各省 第１４条 ◎必要手続等
（２６人） 防衛庁 ２ 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政 主任の大臣の申出

策及び企画（大臣庁等の所掌に係るものを除く。）に参画し、政
務（大臣庁等の所掌に係るものを除く。）を処理する。 ＊ 内閣総辞職の際には失職

３ 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣
の定めるところによる。

第６０条
３ 長官政務官は、その庁の長である長官を助け、特定の政策及び企
画に参画し、政務を処理する。

４ 各長官政務官の行う前項の職務の範囲については、その庁の長で
ある長官の定めるところによる。

国家行政組織法第１７条
３ 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企
画に参画し、政務を処理する。

４ 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長で
ある大臣の定めるところによる。

○事務次官 内閣府 内閣府設置法第１５条 各府省の大臣及び防衛庁長官
（１２人） 各省 ２ 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務

防衛庁 を整理し、内閣府（宮内庁、大臣庁等及び金融庁を除く。）の各
部局及び機関の事務を監督する。

第６１条
２ 前項の事務次官は、その庁の長である長官を助け、庁務を整理
し、各部局及び機関の事務を監督する。

国家行政組織法第１８条
２ 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部
局及び機関の事務を監督する。

－３－



○金融庁長官 金融庁（９８１人） 内閣府設置法 内閣総理大臣
（１人） ・内閣府の外局として置かれる庁 第５８条 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統

括し、職員の服務について統督する。
２ 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対
し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができ
る。

６ 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示
を必要とする場合においては、告示を発することができる。

７ 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令
又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達
を発することができる。

８ 各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策
について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、
その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要
な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に
関し意見を述べることができる。

・任命権者

統合幕僚会議 防衛庁（２３，８９１人＋自衛官：２５８，２９０人） 防衛庁設置法 防衛庁長官
議長 統合幕僚会議（２，３０４人） 第２７条 統合幕僚会議は、議長並びに陸上幕僚長、海上幕僚長及び
（１人） ・防衛庁に置かれる特別の機関 航空幕僚長をもつて組織する。

【統合幕僚会議の所掌事務】 ２ 議長は、専任とし、自衛官をもつて充てる。議長たる自衛官は、
次の事項について長官を補佐するほか、統合幕僚会議に附置する機関を管 自衛官の最上位にあるものとする。
理する ３ 議長は、統合幕僚会議の会務を総理する。
一 統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関する ４ 統合幕僚会議の議事の運営については、長官が定める。
こと。

二 統合警備計画の作成及び幕僚監部の作成する警備計画の調整に関する
こと。

三 統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整
に関すること。

四 統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の
調整に関すること。

五 出動時その他統合運用が必要な場合として長官が定める場合における
自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合調整に関すること。

六 自衛隊法第二十二条第一項又は第二項の規定により編成された特別の
部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊の
いずれか二以上から成るもの（同項の規定により編成されたものにあ
つては、前号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、
特に必要があるとして長官が命じたときに限る。）の運用に係る長官
の指揮命令に関すること。

七 防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。
八 その他長官の命じた事項に関すること。

陸上幕僚長 陸上自衛隊（１７２，３５５人） 防衛庁設置法 防衛庁長官
海上幕僚長 海上自衛隊（ ４９，４６４人） 第２２条 陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を
航空幕僚長 航空自衛隊（ ５１，０９１人） 海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
（各１名） ・防衛庁に置かれる特別の機関 ２ 陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をも

【所掌事務】 つて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。
防衛庁設置法 ３ 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以下単に「幕僚長」と
第２３条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛 いう。）は、長官の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理す
隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊についてそれぞれ次の事務を る。
つかさどる。
一 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。 自衛隊法
二 教育訓練、行動、編成、装備、配置、情報、経理、調達、補給及び 第９条 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以下「幕僚長」と
保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。 いう。）は、長官の指揮監督を受け、それぞれ陸上自衛隊、海上

三 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。 自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務を監督する。
四 部隊等の管理及び運営の調整に関すること。 ２ 陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊
五 長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。 の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ最
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六 その他長官の命じた事項に関すること。 高の専門的助言者として長官を補佐する。
２ 長官は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、一 ３ 幕僚長は、それぞれ部隊等に対する長官の命令を執行する。
の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。

第２９条 本庁に、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受け
る陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関を置く。

防衛大学校の 防衛大学校（６０９人） 防衛庁長官
長 ・防衛庁に置かれる施設等機関
（１人） 【所掌事務】

防衛庁設置法第１７条
２ 防衛大学校は、幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。
３ 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了し
た者その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及
び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並
びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行う。

４ 防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が第２項に規定
する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教
育訓練を実施する。

○外局長官 ・各省に外局として置かれる機関（防衛施設庁を含む。） 国家行政組織法 各省大臣（防衛庁長官）
（ー） 第１０条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関

の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
第１２条
２ 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各
省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることが
できる。

第１３条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところによ
り、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発するこ
とができる。

第１４条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事
務について、公示を必要とする場合においては、告示を発するこ
とができる。

２ 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務につ
いて、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓
令又は通達を発することができる。

第１５条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を
遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要がある
と認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関
の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係
行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

・ 任命権者

○内閣府審議 内閣府本府 内閣府設置法第１６条 内閣総理大臣
官 ２ 内閣府審議官は、命を受け、内閣府（宮内庁、大臣庁等及び金融
（２人） 庁を除く。）の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整

理する。

○総務審議官 各省 国家行政組織法第１８条 各省大臣
等 ４ 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事
（－） 務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設

置、職務及び定数は、法律（庁にあつては、政令）でこれを定め
る。

○経済社会総 ・内閣府の本府に置かれる施設等機関（内閣府設置法第３９条） 内閣総理大臣
合研究所長 【所掌事務】
（１人） 内閣府本府組織令第４３条

経済社会総合研究所（以下この条において「研究所」という。）は、次
に掲げる事務をつかさどる。
一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論
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を用いた研究（大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。）
を行うこと。

二 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
三 国民経済計算を作成すること。
四 本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
２ 研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
３ 研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号に規定する政令で定
める文教研修施設とする。

大学学長 大学：文部科学省に置かれる施設等機関 学校教育法第５８条 文部科学大臣
３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 ◎必要手続等

評議会が行う選考
◎資格
人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育
行政に関し識見を有する者
◎罷免手続等
評議会の審査

＊ 評議会は、学長、学部長、大学附属研
究所長等を評議員とする。（国立学校設
置法第７条の３）
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内閣官房等

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

内閣総理大臣

内閣官房長官
（国務大臣）

内閣官房副長 内閣官房（５９８人） 内閣法第１４条 内閣
官 ・内閣に置かれる機関 ３ 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣 認証官
（３人） 【所掌事務等】 官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定める ◎必要手続等

内閣法第１２条 ところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。 内閣総理大臣の申出
２ 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 内閣府設置法第８条
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに ２ 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長
総合調整に関する事務 官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画す

三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する る。
事務

四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに ・閣議に陪席
総合調整に関する事務

五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持
上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
３ 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助
ける。

内閣法制局長 内閣法制局（７６人） 内閣法制局設置法第２条 内閣
官 ・内閣に置かれる機関 ２ 長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を
（１人） 【所掌事務】 行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附
し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。 ・政府特別補佐人

二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。 ・閣議に陪席
三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述
べること。

四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五 その他法制一般に関すること。

内閣総理大臣 内閣官房 内閣法第１９条 内閣
補佐官 ２ 内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に ◎必要手続等
（５人以内） 進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を 内閣総理大臣の申出

具申する。

内閣危機管理 内閣官房 内閣法第１５条 内閣
監 ２ 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命 ◎必要手続等
（１人） を受けて内閣官房の事務のうち危機管理（国民の生命、身体又は 内閣総理大臣の申出

財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態へ
の対処及び当該事態の発生の防止をいう。）に関するもの（国の
防衛に関するものを除く。）を統理する。

（内閣総理大
臣補佐官）

内閣官房副長 内閣官房 内閣法第１６条 内閣
官補 ２ 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危 ◎必要手続等
（３人） 機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務（第十二条第二項第 内閣総理大臣の申出

一号に掲げるもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属す
るものを除く。）を掌理する。
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内閣広報官 内閣官房 内閣法第１７条 内閣
（１人） （内閣広報室） ２ 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理 ◎必要手続等

監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務に 内閣総理大臣の申出
ついて必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から
第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。

内閣情報官 内閣官房 内閣法 内閣
（１人） （内閣情報調査室） 第１２条 ◎必要手続等

２ 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 内閣総理大臣の申出
六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務。
第１８条
２ 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理
監を助け、第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。

○内閣法制次 内閣法制局 内閣法制局設置法第５条 内閣法制局長官
長 ２ 次長は、長官を助け、局務を整理する。
（１人）
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会計検査院・人事院

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

会計検査院長 会計検査院（事務総局：１，２５３人） 会計検査院法 内閣
（１人） ・内閣に対し独立の地位を有する機関（憲法に根拠を持つ。） 第１０条 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。 認証官

・国家行政組織法等は適用されない 第１３条 事務総局に、事務総長１人、事務総局次長１人、秘書官、 ◎必要手続等
・事務総局あり：組織の細目については会計検査院規則 事務官、技官その他所用の職員を置く。 検査官（国会同意。任期７年・１ 回限り再
憲法 第１４条 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところ 任可。定年６５歳）のうちから互選した者
第９０条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査 により、院長がこれを行う。 について内閣において命ずる
し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出 ◎罷免手続等（検査官）
しなければならない。 ・任命権者 他の検査官の合議による決定及び両議院

２ 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 ・各省各庁の長 の議決

財政法
第１９条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場 国会法第７２条
合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積に 委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を
ついて、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国 求めることができる。
会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要
な財源についても明記しなければならない。

【所掌事務等】
会計検査院法
第２０条 会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出
の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。

２ 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を
期し、且つ、是正を図る。

３ 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点そ
の他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

第２１条 会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認
する。

検査官 会計検査院 内閣
（２人） 国会同意

認証官

○会計検査院 会計検査院事務総局（１，２５３人） 会計検査院法 会計検査院長
事務総長 第１５条 事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。 ◎必要手続等
（１人） 検査官の合議

○会計検査院 会計検査院事務総局 会計検査院法第１５条 会計検査院長
事務総局次 ２ 次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるとき ◎必要手続等
長 は、その職務を行う。 検査官の合議
（１人）

人事院総裁 人事院（事務総局：７０２人） 国家公務員法第１１条 内閣
（１人） ・内閣の所轄の下に置かれる機関 ２ 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 認証官

・国家行政組織法等は適用されない ◎必要手続等
・事務総局あり：組織の細目については人事院規則 ・政府特別補佐人（国会法第６９条第２項） 人事官（国会同意。任期４年・最長１２年）
予算 ・任命権者 の中から内閣が命ずる
国家公務員法第１３条 【財政法上の各省各庁の長は内閣総理大臣となる。】 ◎資格（人事官）
３ 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要 ・人格が高潔で、民主的な統治組織と成績
とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなけ 本位の原則による能率的な事務の処理に
ればならない。（略） 理解があり、人事行政に関し識見を有す
４ 内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院 る３５歳以上の者であること
の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提 ・任命前５年以内において、政党の役員等
出しなければならない。 又は国・都道府県の公選による公職の候

【所掌事務等】 補者となった者でないこと
国家公務員法第３条 ・その中の二人が同一政党に所属し又は同
２ 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善 一の大学学部卒業者ではないこと
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及び人事行政の改善に関する勧告、職階制、試験及び任免、給与、研 ◎罷免手続等（人事官）
修、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関 国会の訴追に基づく、公開の弾劾手続
する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつ （最高裁判所において行われる。）
かさどる。

人事官 人事院 内閣
（２人） 国会同意

認証官

○人事院事務 人事院事務総局（７０２人） 国家公務員法 人事院総裁
総長 第１４条 事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的
（１人） 監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を

指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配
置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。

国家公務員倫 国家公務員倫理審査会 国家公務員倫理法 内閣
理審査会会長 ・人事院に置かれる機関（国家行政組織法等は適用されない） 第１３条 審査会は、会長及び委員４人をもって組織する。 国会同意
（１人：非常 ・独立した事務局あり（１１人） ２ 会長及び委員は、非常勤とすることができる。 会長として任命
勤とすること 【所掌事務等】 ３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 ◎資格
ができる） 一 国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣に 第１２条 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行使する。 ・人格が高潔であり、職員の職務に係る倫

意見を申し出ること。 理の保持に関し公正な判断をすることが
二 国家公務員倫理法又はこの法律に基づく命令（第五条第三項の規定に でき、法律又は社会に関する学識経験を
基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。） 有すること
に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。 ・職員（検察官及び大学の教員を除く。）

三 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を の在職期間が２０年を越えないこと
行うこと。 ◎罷免手続等

四 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調 審査会の認定による
整を行うこと。

五 国家公務員倫理規程の遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長等
に指導及び助言を行うこと。

六 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこ
と。

七 国家公務員倫理法又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、
任命権者に対し、調査を求め、その経過につき報告を求め及び意見を
述べ、その行う懲戒処分につき承認をし、並びにその懲戒処分の概要
の公表について意見を述べること。

八 国家公務員法第十七条の二の規定により委任を受けた権限により調査
を行うこと。

九 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要
な措置を講ずるよう求めること。

十 国家公務員法第八十四条の二の規定により委任を受けた権限により職
員を懲戒手続に付し、及び懲戒処分の概要の公表をすること。

十一 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審
査会に属させられた事務及び権限。

国家公務員倫 ・委員のうち１人は、人事官のうちから内閣が任命する者をもって充 内閣
理審査会委員 てられる。 国会同意
（非常勤とす
ることができ
る）
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委員会

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

公正取引委員 公正取引委員会（事務総局：６５８人） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 内閣総理大臣
会委員長 ・内閣総理大臣の所轄の下に置かれる機関（内閣府設置法第４９条３項） 第３３条 委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員 国会同意
（１人） ・規則制定権を有する 会を代表する。 委員長として任命

・事務総局（下に局が置かれる。）あり 第２８条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を 認証官
【所掌事務】 行う。 ◎資格
一 私的独占の規制に関すること。 年齢が三十五年以上で、法律又は経済に
二 不当な取引制限の規制に関すること。 内閣府設置法 関する学識経験があること
三 不公正な取引方法の規制に関すること。 第５８条 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統 ◎罷免手続等
四 独占的状態に係る規制に関すること。 括し、職員の服務について統督する。 公正取引委員会（本人を除く全員の一
五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 ２ 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対 致）による決定
六 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。） に し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができ
基づき、公正取引委員会に属させられた事務。 る。

・政府特別補佐人
・任命権者

公正取引委員 内閣総理大臣
会委員 国会同意
（４人）

○公正取引委 公正取引委員会事務総局 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３５条 公正取引委員会委員長
員会事務総 ３ 事務総長は、事務総局の局務（第五十一条の二の規定により、公
長 正取引委員会が審判官をして行わせることとした事務を除く。）
（１人） を統理する。

国家公安委員 国家公安委員会（警察庁：７，５１９人） 警察法 内閣総理大臣
会委員 ・内閣総理大臣の所轄の下に置かれる機関（内閣府設置法第４９条３項） 第４条 国会同意
（５人） ・庶務は警察庁 ２ 国家公安委員会は、委員長及び５人の委員をもって組織する。 ◎資格

・委員長は国務大臣 第６条 委員長は、国務大臣をもって充てる。 ・任命前５年間に警察又は検察の職務を行
・規則制定権を有する ２ 委員長は、会務を総理し、国家公安員会を代表する。 う職業的公務員の前歴を有さないこと
・警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長等を任命する ・３人以上が同一政党に属さないこと
【所掌事務】 ◎罷免手続等
次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 両院の同意
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 警察に関する国の政策の評価に関すること。
四 大規模災害、騒乱、兇悪犯罪等に係る事案で国の公安に係るものにつ
いての警察運営に関すること。

五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関すること。
七 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
九 国際緊急援助活動に関すること。
十 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十一 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その
他の活動に関すること。

十二 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づ
く意見の陳述その他の活動に関すること。

十三 皇宮警察に関すること。
十四 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十五 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十六 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
十七 犯罪統計に関すること。
十八 警察装備に関すること。
十九 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。

－１１－



二十 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十一 前各号に掲げる事務を達成するために必要な監察に関すること。
二十二 前各号に掲げるもののほか、他の法律（これに基づく命令を含む

。）の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務。

○警察庁長官 警察庁（７，５１９人） 警察法第１６条 国家公安委員会
（１人） ・国家公安委員会に置かれる機関 ２ 警察庁長官（以下「長官」という。）は、国家公安委員会の管理 ◎必要手続等

【所掌事務】 に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその 内閣総理大臣の承認
国家公安委員会の管理の下に、警察法第五条第二項各号に掲げる事務（国 服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、
家公安委員会の項参照）をつかさどり、及び同条第三項の事務について国 都道府県警察を指揮監督する。
家公安委員会を補佐する。

○警視総監 警視庁 警察法 国家公安委員会
（１人） 【所掌事務】 第４８条 ◎必要手続等

警察法 ２ 警視総監及び道府県警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員 都公安委員会の同意及び内閣総理大臣の
第４７条 会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並 承認
２ 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理 びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。
の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八 第５５条 都道府県警察に、警察官、事務吏員、技術吏員その他所要
条第四項において準用する第五条第三項の事務について都道府県公安 の職員を置く。
委員会を補佐する。 ３ 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外

の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県
公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又
は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任
免する。

○警察庁次長 警察庁（７，５１９人） 警察法第１８条 警察庁長官
（１人） ２ 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監

督する。

公害等調整委 公害等調整委員会 公害等調整委員会設置法 内閣総理大臣
員会委員長 ・総務省の外局として置かれる機関（国家行政組織法第３条） 第５条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 国会同意
（１人） ・規則制定権を有する 第６条 委員会は、委員長及び委員６人をもって組織する。 委員長として任命

・独立した事務局あり（３９人） ２ 委員のうち３人は、非常勤とする。 ◎資格（委員）
【所掌事務】 ３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 人格が高潔で識見が高いこと
一 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 ◎罷免手続等（委員）
二 鉱区禁止地域の指定に関すること。 国家行政組織法 委員会（本人を除く全員一致）による認定
三 鉱業法その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する 第１０条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関
法律の定めるところにより不服の裁定を行うこと。 の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

四 土地収用法第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べる 第１２条
こと。 ２ 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各

五 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基 省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることが
づき委員会に属させられた事務。 できる。

・政府特別補佐人
・任命権者

公害等調整委 内閣総理大臣
員会委員 国会同意
（３人）

中央労働委員 中央労働委員会 労働組合法 内閣総理大臣
会の公益委員 ・厚生労働省の外局として置かれる機関（国家行政組織法第３条） 第１９条の３ 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益 国会同意
（常勤は２人 ・規則制定権を有する 委員各十五人をもつて組織する。 ◎必要手続等
以内） ・独立した事務局あり（１１４人） ６ 中央労働委員会の委員（次条から第１９条の９までにおいて単に 会長は公益委員のうちから選挙

【所掌事務】 「委員」という。）は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち ◎罷免手続等
一 労働争議の調整（あっせん、調停、仲裁） 二人以内は、常勤とすることができる。 両院の同意
二 不当労働行為事件の審査 第１９条の９
三 労働組合の資格審査等 ２ 会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。

３ 会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表
する。
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第１９条の１１ 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務
局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事
務局長及び必要な職員を置く。

国家行政組織法
第１０条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関
の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

第１２条
２ 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各
省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることが
できる。
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重要政策会議及び審議会等

総合科学技術 総合科学技術会議 （参考） 内閣総理大臣
会議議員 内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる 内閣府設置法 国会同意
（常勤は４人 企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣をその長とし、 第２９条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 ◎資格
以内） 関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適切な機 一 内閣官房長官 科学又は技術に関して優れた識見を有す

関（重要政策に関する会議）として、内閣府に置かれる機関。 二 科学技術政策担当大臣 ること
【会議の所掌事務】 三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 ◎罷免手続等
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図 四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会 両院の同意
るための基本的な政策について調査審議すること。 の長及び庁の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、 五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちか
人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技 ら、内閣総理大臣が指定する者
術の振興に関する重要事項について調査審議すること。 六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総

三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発 理大臣が任命する者
について評価を行うこと。

四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関
し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る一に規定する基本
的な政策及び二に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見
を述べることができる。

地方財政審議 地方財政審議会 総務省設置法 総務大臣
会会長 ・総務省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第１０条 地方財政審議会は、委員５人をもって組織する。 国会同意
（１人） ・独立した事務局なし 第１１条 地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任す 会長は委員の互選による

【所掌事務】 る。 ◎資格
１ 地方交付税の交付額の決定 ２ 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。 ・地方自治に関して優れた識見を有するこ
２ 地方特例交付金の交付額の決定 と
３ 地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与 ・委員のうち３名は、全国知事及び全国都
税及び航空機燃料譲与税の譲与額の決定 道府県議会議長会、全国市長会及び全国

４ 総務大臣が価格等を決定する固定資産にかかる当該価格等の決定及び 市議会議長会又は全国町村会及び全国町
配分 村議会議長会がそれぞれ共同推薦した者

５ 国有提供施設等所在市町村助成交付金の額の決定 ◎罷免手続等
６ 交通安全対策特別交付金の額の決定 ・両院の同意
７ 地方債の許可の決定 ・共同推薦された委員については推薦組織
８ 当せん金付証票を発売することができる市の指定及び地方公共団体の の意見聴取が必要
行う当せん金付証票の発売の許可

９ 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更の同意
１０ 地方財政計画案の作成

地方財政審議 総務大臣
会委員 国会同意
（４人）

原子力委員会 原子力委員会 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法 内閣総理大臣
委員長 ・内閣府に置かれる機関（内閣府設置法第３７条） 第３条 委員会は、委員長及び委員４人をもって組織する。 国会同意
（１人） ・独立した事務局なし ２ 委員のうち２人は、非常勤とすることができる。 委員長として任命

【所掌事務】 第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 ◎罷免手続等
次に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。 両院の同意
一 原子力利用に関する政策に関すること。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
三 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関す
ること。

四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること（原子力安全委員会
の所掌に属するものを除く。）。

五 原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。
六 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練（大学における
教授及び研究に係るものを除く。）に関すること。

七 原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
八 一から七までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関
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すること（原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。）。

原子力委員会 内閣総理大臣
委員（４人： 国会同意
２人以内は非
常勤）

中央更正保護 中央更生保護審査会 犯罪者予防更生法 法務大臣
審査会委員長 ・法務省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第４条 審査会は、委員長及び委員４人で組織する。 国会同意
（１人） ・独立した事務局なし 第７条 委員のうち２人は、非常勤とする。 委員長として任命

【所掌事務】 第９条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。 ◎罷免手続等
一 法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は 両院の同意
特定の者に対する復権の実施について申出をすること。

二 地方更生保護委員会がした決定につき、この法律及び行政不服審査法
の定めるところにより審査を行い、裁決をすること。

三 その他犯罪者予防更生法又は他の法律により審査会に属せしめられた
権限。

中央更生保護 法務大臣
審査会委員 国会同意
（２人）

宇宙開発委員 宇宙開発委員会 文部科学省設置法 文部科学大臣
会委員長 ・文部科学省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第９条 委員会は、委員長及び委員４人をもって組織する。 国会同意
（１人） ・独立した事務局なし ２ 委員のうち２人は、非常勤とする。 委員長として任命

【所掌事務】 第１０条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 ◎資格
宇宙開発事業団の業務運営の基準となる宇宙開発に関する基本計画の議決 宇宙の開発に関し優れた識見を有するこ
及びそのための調査審議、並びに宇宙開発事業団理事長の任命に当たって と
の同意等。 ◎罷免手続等

両院の同意

宇宙開発委員 文部科学大臣
会委員 国会同意
（２人）

証券取引等監 証券取引等監視委員会 金融庁設置法 内閣総理大臣
視委員会委員 ・金融庁におかれる機関（内閣府設置法第５４条） 第９条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 国会同意
長 ・独立した事務局あり（１８２人） 第１０条 委員会は、委員長及び委員２人をもって組織する。 委員長として任命
（１人） 【所掌事務】 第１１条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 ◎罷免手続等

一 証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法に基づく 委員会による認定
報告又は資料の徴収及び検査を行うこと。

二 証券取引及び金融先物取引に係る犯則事件の調査に関すること。
三 証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法の規定に
基づき、検査又は犯則事件の調査を行った場合において、必要がある
と認めるときは、その結果に基づき、証券取引及び金融先物取引の公
正を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大
臣及び金融長長官に勧告すること。

四 証券取引等の検査及び犯則事件の調査の結果に基づき、必要があると
認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するために必
要と認められる施策について内閣総理大臣、金融長長官または財務大
臣に建議すること。

証券取引等監 内閣総理大臣
視委員会委員 国会同意
（２人）

航空・鉄道事 航空・鉄道事故調査委員会 航空・鉄道事故調査委員会設置法 国土交通大臣
故調査委員会 ・国土交通省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第４条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 国会同意
委員長 ・独立した事務局あり（４１人） 第５条 委員会は、委員長及び委員９人をもって組織する。 委員長として任命
（１人） 【所掌事務】 ２ 委員のうち４人は、非常勤とする。 ◎資格

－１５－



一 航空事故の原因を究明するための調査を行うこと。 ３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する． ・委員会の所掌事務の遂行につき科学的且
二 航空事故の兆候について航空事故を防止する観点から必要な調査を行 つ公正な判断を行うことができると認め
うこと。 られる者であること

三 鉄道事故の原因を究明するための調査を行うこと。 ・航空運送事業者、航空機等の製造等の事
四 鉄道事故の兆候について鉄道事故を防止する観点から必要な調査を行 業を営む者又はその役員若しくは従業員
うこと。 ではないこと

五 前各号の調査の結果に基づき、航空事故及び鉄道事故の防止のため講 ・鉄道事業者、鉄道等の車両等の製造等を
ずべき施策について勧告すること。 営む者又はその役員若しくは従業員では

六 航空事故及び鉄道事故の防止のため講ずべき施策について建議するこ ないこと
と。 ◎罷免手続等

七 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。 両院の同意

航空・鉄道事 国土交通大臣
故調査委員会 国会同意
委員
（５人）

社会保険審査 社会保険審査会 社会保険審査官及び社会保険審査会法 厚生労働大臣
会の委員長及 ・厚生労働省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第２０条 審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 国会同意
び委員 ・独立した事務局なし 第２１条 審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する。 委員長として任命
（６人） 【所掌事務】 第２６条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。 ◎資格

健康保険法第８０条、船員保険法第６３条及び厚生年金保険法第９０条等 人格が高潔であって、社会保障に関する
の規定による再審査請求並びに健康保険法第８１条、船員保険法第６４条 識見を有し、かつ、法律又は社会保険に
及び厚生年金保険法第９１条等の規定による審査請求の事件を取り扱う。 関する学識経験を有すること

◎罷免手続等
審査会（本人以外の全員の一致）による
認定

労働保険審査 労働保険審査会 労働保険審査官及び労働保険審査会法 厚生労働大臣
会委員 ・厚生労働省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第２６条 審査会は、委員九人をもつて組織する。 国会同意
（９人：３人 ・独立した事務局なし ２ 委員のうち三人は、非常勤とすることができる。 会長は常勤の委員のうちから互選
以内は非常勤 【所掌事務】 第２９条 委員は、独立してその職権を行う。 ◎資格
） 一 労働者災害補償保険法第３８条及び雇用保険法第６９条の規定による 第３２条 人格が高潔であって、労働問題に関する

再審査請求の事件を取り扱うこと。 ２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 識見を有し、かつ、法律又は労働保険に
二 中小企業退職金共済法第８９条第１項の規定による審査の事務を取り 関する学識経験を有すること
扱うこと。 ◎罷免手続等

審査会（本人以外の全員の一致）による
認定

公害健康被害 公害健康被害補償不服審査会 公害健康被害の補償等に関する法律 環境大臣
補償不服審査 ・環境省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第１１２条 審査会は、委員六人をもつて組織する。 国会同意
会委員 ・独立した事務局なし ２ 委員のうち三人は、非常勤とすることができる。 会長は常勤の委員のうちから互選
（６人：３人 【所掌事務】 第１１５条 委員は、独立してその職権を行なう。 ◎資格
以内は非常勤 公害健康被害の補償等に関する法律第１０６条第２項の規定による審査請 第１１８条 人格が高潔であって、公害問題に関する
） 求の事件を取り扱うこと。 ２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 識見を有し、かつ、医学、法律学その他

公害に係る健康被害の補償に関する学識
経験を有すること
◎罷免手続等
審査会（本人以外の全員の一致）による
認定

原子力安全委 原子力安全委員会 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法 内閣総理大臣
員会委員 ・内閣府に置かれる機関（内閣府設置法第３７条） 第１４条 委員会は、委員五人をもつて組織する。 国会同意
（５人：２人 ・独立した事務局あり ２ 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。 委員長は互選
以内は非常勤 【所掌事務】 第１５条 ◎罷免手続等
） 次に掲げる事項について企画し、審議し及び決定する。 ２ 第４条の規定は、委員長について準用する。 両院の同意

一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政 【第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。】
策に関すること。

二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保に関するため
の規制に関すること。
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三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 一から三までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のう
ち、安全の確保の規制に係るものに関すること。

土地鑑定委員 土地鑑定委員会 地価公示法 国土交通大臣
会委員 ・国土交通省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第１４条 委員会は、委員七人をもつて組織する。 国会同意
（１人） ・独立した事務局なし ２ 委員のうち六人は、非常勤とする。 会長は互選

【所掌事務】 第１６条 ◎資格
不動産鑑定士試験及び鑑定評価等に関すること。 ２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 不動産の鑑定評価に関する事項又は土地

に関する制度について学識経験を有する
こと
◎罷免手続等
両院の同意

情報公開審査 情報公開審査会 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 内閣総理大臣
会委員 ・内閣府に置かれる機関（内閣府設置法第３７条） 第２２条 情報公開審査会は、委員十二人をもって組織する。 国会同意
（常勤は４人 ・独立した事務局あり ２ 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とす 会長は互選
以内） 【所掌事務】 ることができる。 ◎資格

開示請求に係る行政文書の開示決定、一部開示決定及び不開示決定につい 第２４条 優れた識見を有すること
て不服申立てがあった場合における裁決又は決定をすべき行政機関の長（ ２ 会長は、会務を総理し、情報公開審査会を代表する。 ◎罷免手続等
諮問庁）からの諮問に応じ、その不服申立てについて調査審議すること。 両院の同意

国地方係争処 国地方係争処理委員会 地方自治法 総務大臣
理委員会委員 ・総務省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第２５０条の８ 委員会は、委員五人をもつて組織する。 国会同意
（常勤は２人 ・独立した事務局なし ２ 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とす 会長は互選
以内） 【所掌事務】 ることができる。 ◎資格

国の関与について不服のある地方公共団体からの審査の申出に基づいて審 第２５０条の１０ ・優れた識見を有すること
査を行い、国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対し ２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 ・そのうちの３人が同一の政党その他の政
て必要な措置を行う旨の勧告等を行うこと。 治団体に属さないこと

◎罷免手続等
両院の同意

電気通信事業 電気通信事業紛争処理委員会 電気通信事業法 総務大臣
紛争処理委員 ・総務省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第８８条の３ 委員会は、委員五人をもつて組織する。 国会同意
会委員 ・独立した事務局あり ２ 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とす 会長は互選
（常勤は２人 【所掌事務】 ることができる。 ◎資格
以内） 電気通信事業者からの申請を受けて電気通信事業者間の紛争について斡旋 第８８条の４ 電気通信事業に関して優れた識見を有す

及び仲裁を行うこと。また、総務大臣の諮問に応じて審議・答申を行うと ２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 ること
ともに、総務大臣に対して必要な勧告をすること。 ◎罷免手続等

両院の同意

運輸審議会委 運輸審議会 国土交通省設置法 国土交通大臣
員 ・国土交通省に置かれる機関（国家行政組織法第８条） 第１６条 運輸審議会は、委員六人をもって組織する。 国会同意
（４人） ・独立した事務局あり ２ 委員のうち二人は、非常勤とする。 会長は互選

【所掌事務】 第１７条 ◎資格
ＪＲ、地方鉄道、航路航空事業等における運賃及び料金の認可又は変更の ２ 会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。 ３５歳以上で広い経験と高い識見を有する
命令、運輸事業の免許、合併、譲渡等について国土交通大臣の諮問に応じ こと
勧告をすること。 ◎罷免手続等

両院の同意
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宮内庁

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

宮内庁長官 宮内庁（１，０８６人） 宮内庁法 内閣
（１人） ・内閣総理大臣の管理に属する機関 第８条 認証官

【所掌事務】 ３ 長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 ◎必要手続等
一 皇室制度の調査に関すること。 ４ 長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案を 内閣総理大臣の申出
二 行幸啓に関すること。 そなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
三 賜与及び受納に関すること。 ５ 長官は、宮内庁の所掌事務について、公示を必要とする場合にお
四 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。 いては、告示を発することができる。
五 御璽国璽を保管すること。 ６ 長官は、宮内庁の所掌事務について、命令又は示達するため、所
六 側近に関すること。 管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができ
七 皇族に関すること。 る。
八 儀式に関すること。 ７ 長官は、宮内庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めると
九 交際に関すること。 きは、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を
十 雅楽に関すること。 求めることができる。
十一 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
十二 陵墓に関すること。 ・任命権者
十三 図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
十四 皇室用財産を管理すること。
十五 供進及び調理に関すること。
十六 皇室の車馬に関すること。
十七 皇室の衛生に関すること。
十八 正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
十九 御料牧場に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）
に基づき、宮内庁に属させられた事務。

侍従長 宮内庁（１，０８６人） 宮内庁法 内閣
（１人） 侍従職（７８人） 第１０条 認証官

・宮内庁の内部部局 ３ 侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。 ◎必要手続等
【所掌事務】 内閣総理大臣の申出
一 御璽国璽を保管すること。
二 側近に関すること。
三 内廷にある皇族に関すること。

式部官長 宮内庁（１，０８６人） 宮内庁法 内閣
（１人） 式部職（６８人） 第１３条 ◎必要手続等

・宮内庁の内部部局 ２ 式部官長は、命を受け、式部職の事務を掌理する。 内閣総理大臣の申出
【所掌事務】
一 儀式に関すること。
二 交際に関すること。
三 雅楽に関すること。

○宮内庁次長 宮内庁（１，０８６人） 宮内庁法 宮内庁長官
（１人） 第９条

２ 宮内庁次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局の事務を監督
する。

東宮大夫 宮内庁（１，０８６人） 宮内庁法 内閣
（１人） 東宮職（４７人） 第１２条 ◎必要手続等

・宮内庁の内部部局 ２ 東宮大夫は、命を受け、東宮職の事務を掌理する。 内閣総理大臣の申出
【所掌事務】
皇太子に関する事務。

－１８－



大公使

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

特命全権大使 外務省 外務省設置法 内閣
特命全権公使 第９条 在外公館に、長（以下「在外公館長」という。）を置く。 認証官
〔１２８人〕 ２ 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それ ◎必要手続等

ぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大 外務大臣の申出
使とする。

３ 在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括す
る。

二千五年日本 外務省 内閣
国際博覧会政 【所掌事務等】 ◎必要手続等
府代表 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 外務大臣の申出
（１人） 第３条 二千五年日本国際博覧会に関する事項について、国際博覧会条約

（同条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千五年日本国際博覧会
一般規則を含む。）の定めるところにより、日本国政府を代表することを
任務とする。
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検察庁

官職名 所属組織 官職の職務内容等 任命権者等

○検事総長 検察庁（１１，３９９人） 検察庁法 内閣
（１人） ・法務省に置かれる特別の機関 第７条 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、 認証官

【所掌事務等】 すべての検察庁の職員を指揮監督する。 ◎資格
検察庁法 第１４条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に 一 ８年以上検事、判事補、簡易裁判所
第１条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。 関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、 判事又は弁護士の職に在つた者
第３条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とす 個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指 二 最高裁の長官・判事、高裁長官又は

る。 揮することができる。 判事の職に在つた者
第４条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用 三 司法修習生を修得し、又は３年以上

を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属す 大学で法学の教授等であった者で、
るその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所 ８年以上法務省の事務次官、最高裁
に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の 判所事務総長若しくは裁判所調査官
法令がその権限に属させた事務を行う。 又は二級以上の法務事務官、法務教

第６条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。 官、裁判所事務官、司法研修所教官
若しくは裁判所書記官研修所教官の
職に在つた者

◎罷免手続等
検察官適格審査会の議決及び法務大臣の
勧告

＊ 検察官適格審査会は、国会議員（衆４
人、参２人）、裁判官、弁護士、日本学
士院会員及び学識経験者の中から選任さ
れた１１人の委員をもつて組織される。

○検事長 検察庁 検察庁法 内閣
（東京） 検察庁法 第８条 検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、そ 認証官
（１人） 第２条 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、 の庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方 ◎必要手続等

地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、 検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。 各高等検察庁検事長への補職は法務大臣
それぞれ対応してこれを置く。 が行う

◎資格及び罷免手続等
検事総長と同じ

○検事長 大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松 同上 同上
（その他）
（７人）

○最高検察庁 検察庁 検察庁法 内閣
次長検事 第７条 認証官
（１人） ２ 次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総 ◎資格及び罷免手続等

長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を 検事総長と同じ
行う。

○検事 検察庁 検察庁法 法務大臣
（－） 第４条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な ◎資格

適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権 検事１級（検事正になれる検事）につい
限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるとき ては、検事総長に同じ
は、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代 ◎罷免手続
表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 検察官適格審査会の議決

第９条
２ 検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応す
る裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。
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